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久留米市職員（獣医職）採用選考案内 
 

●合格者が決まり次第、募集を終了します。 

●応募は、随時、受け付けています。まずは、久留米市総務部人事厚生課までお問合せ下さい。 

１ 職種及び採用予定人数 

職 種 職 務 内 容 採 用 予 定 人 員 

獣医職 獣医師としての専門的業務等に従事します。 定員に到達次第終了 

（１）上記の職務内容のほか、一般行政事務に従事することがあります。 

（２）採用予定人員は変更になる可能性があります。なお、一定の基準に満たない場合、合格者数が 

採用予定人員を下回ることがあります。 

（３）採用予定人数に達するまで募集を継続します。 

２ 応募資格 

（１） 獣医師免許を有する人又は申込日の属する年度の国家試験で取得見込みの人 

（２） 申込日の属する年度の末日時点において５９歳以下の人 

（３） 上記の応募資格があっても、地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する人は、応募できま

せん。 

① 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

② 久留米市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 獣医師免許を取得できなかった場合は採用されません。 

３ 選考日程及び合格発表等 

 申込期間 選考日程 合格発表 面接会場 

① 
令和 5年 9月 12日 

～9月 30日 

令和 5年 10月 

上旬～中旬 
令和 5年 10月下旬 

久留米市公社会館 

（久留米市中央町

21-16） 

② 
令和 5年 10月 1日 

～10月 31日 

令和 5年 11月 

上旬～中旬 
令和 5年 11月下旬 

③ 
令和 5年 11月 1日 

～11月 30日 

令和 5年 12月 

上旬～中旬 
令和 5年 12月下旬 

④ 
令和 5年 12月 1日 

～12月 31日 

令和 6年 1月 

上旬～中旬 
令和 6年 1月下旬 

⑤ 
令和 6年 1月 1日 

～1月 31日 

令和 6年 2月 

上旬～中旬 
令和 6年 2月下旬 

（１）選考日程は、申込者の都合等を考慮しながら設定し、個別にお知らせします。面接会場は、

変更になる場合があります。 

（２）採用選考上の配慮（補聴器や車いすの使用など）を希望する人は、後日お知らせする面接日

の前日までにご連絡ください。補聴器や車いすなど、受験時に使用する補装具等について

は、各自で用意してください。 
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（３）選考結果の発表予定日は、面接時に別途お知らせします。発表は、受験者全員にその合否を

郵送により通知します。 

（４）定員に到達次第、募集は終了となります。書類を提出しても、選考を実施しない場合があり

ますので、ご注意ください。 

（５）定員に到達しなかった場合、⑤以降も募集を継続します。その際は、採用選考案内により、

スケジュール等を改めてお知らせします。 

（６）受験は令和５年度の選考につき１回に限ります。 

４ 選考の方法及び内容 

選 考 方 法 内 容 

書類審査 
 申込時に提出された資格経歴等審査書により、資格・免許に関する専門 

的な知識や経験、表現力、企画力等について審査するもの 

適性検査  職員として必要な適性等について、Web形式で行う検査 

面  接 
 選考書類の内容についての質疑応答、面接を通じて職員としてふさわしい 

人物かどうかを判定するもの 

５ 応募手続 

（１） 応募書類を提出する前に、必ず電話またはＥメールにて、募集が継続し

ているかを人事厚生課までご確認ください。 

（２） 次の書類を持参または郵送により、久留米市総務部人事厚生課（久留米

市本庁舎７階）まで提出してください。なお、応募書類は、久留米市の

公式ホームページからダウンロードできます。 

① 選考申込書（要写真貼り付け） 

② 資格経歴等審査書 

③ 受験票 

※ 持参の場合の受付は、土・日・祝日・その他市役所閉庁日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分までです。 

※ 上記３点の書類は全て本人により手書きされたもののみ受け付けます。 

※ 申込記載事項に不正がある場合又は公務員として相応しくない非違行為等が判明し

た場合は、採用される資格を失うことがあります。また、採用後に不正が発覚した

場合又は非違行為等が判明した場合は、免職等になることがあります。 

６ 採用日及び給与 

 （１）採用日 合格者は、採用候補者名簿に成績順に登載され、原則として令和６年４月１日に 

採用されます。 
（２）給 与 採用後の給与は、久留米市職員給与条例の定めるところにより支給されます。 

（参考） 大学６卒２４歳の例：［初任給］２０９，３００円＋諸手当 

大学卒業後、職務経験年数 ７年の例：［初任給］２４８，１００円程度＋諸手当 

     大学卒業後、職務経験年数１７年の例：［初任給］３１５，９００円程度＋諸手当 
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７ 成績の開示 

 成績については、本人に限り開示の請求をすることができます。なお、電話等による請求はでき

ません。 

● 対 象 者 選考の不合格者（すべての科目を受験した人に限ります。） 

● 請求方法 「受験番号票」「本人であることを示す書類（運転免許証等）」を、久留米市総

務部人事厚生課まで持参してください。 

● 開示内容 得点を開示します。 

● 開示期間 選考の結果発表の日から１ヶ月間 

 

８ その他 

  この選考において提出される書類等は、一切返却できません。申込書等に含まれる申込者の個人

情報については、採用選考以外の目的には一切使用しません。 

 

９ 日本国籍を有しない人の受験資格等 

（１）受験資格 

  ● 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者 

  ● 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定め

られている特別永住者 

（２）選考の方法及び内容 

    全ての選考において、日本語による出題・質問で、それに対する解答・応答も全て日本語で行っ

ていただきます。 

（３）採用後の担当業務等 

   公権力の行使に該当する職務又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。 

● 公権力の行使に該当する職務 

    （例）市税等の賦課・滞納処分、生活保護の決定、土地収用、開発行為の監視・規制、 

建築基準法に基づく許可、違反建築物に対する命令、食品衛生監視 

   ● 公の意思の形成への参画に携わる職 

市政方針や政策決定等に関与し、権限をもって意思決定を行う職をいい、原則として、課長

級以上の職を指します。 

10 選考申込み及び問い合わせ先 

久留米市 総務部 人事厚生課 〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５－３ 

電話 ０９４２（３０）９０５６ ＦＡＸ ０９４２（３０）９７０６ 

E-mail jinji@city.kurume.lg.jp ホームページ https://www.city.kurume.fukuoka.jp/ 
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面接試験会場 


